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児童虐待防止法  【定義】 

 児童虐待の定義（第２条） 

   保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの）
が、その監護する児童（18歳未満）に対し行う、次に掲げる行為 

 

 ① 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること 

   ⇒ 身体的虐待 

 ② 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること 

   ⇒ 性的虐待 

 ③ 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の
同居人による①、②、④の行為と同様な行為の放置その他の保護者としての監護を著しく
怠ること  

   ⇒ ネグレクト 

 ④ 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者
に対する暴力（ …  略  … ）その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 

   ⇒ 心理的虐待 
 



■ 児童虐待に係る通告（第６条第１項） 

 

   児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、
これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相
談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉
事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない  。 

児童虐待防止法  【通告義務】 



児童虐待が子どもに及ぼす影響 

○ 身体的障害  

○ 身体的発育の不全 

○ 知的発達の阻害  

○ ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害） 

○ 過度の攻撃性 

○ 貧困な自己概念 

○ 他者を信頼する能力の欠如 

○ 人間関係における逸脱的行動 

○ 不適切な愛着行動（愛着障害） 

○ 虐待が脳に及ぼす影響 
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虐待相談の内容 



通告経路別 虐待相淡状況 

福祉 児童委員 保健・医療 施設 警察 学校 小計 

H12 ２６２ ２８ ７８ ２３ ５０ ６６ ５０７ 

H22 ３８８ １４ １０４ ６５ ５５９ ３４１ １４７１ 

家族・親戚 近隣・知人 本人 関係機関 その他 合 計  

H 

12 
３５１ １６１ ２１ ５０７ １４６ １１８６ 

H 

22 
６０１ ９３１ ３９ １４７１ ４０７ ３４４９ 



児童虐待防止対策の体系 

早期発見・早期対応➡後手に回ると深刻化。子どもへの悪影響を回避 
  

 ・休日・夜間児童虐待通報窓口の設置 
 ・要保護児童対策地域協議会の活性化、市町村相談体制の強化支援 
 ・関係者への研修 

保護・支援➡親子分離後の子ども・保護者へのケア、再統合に向けた支援 
  

 ・養育の場の確保と充実（乳児院、児童養護施設、里親等） 
 ・精神医学的、心理的支援  
 ・家族再統合の推進 

発生予防➡虐待に至る前に防ぐ。育児の孤立化の防止が重要 
 
 ・児童虐待防止の啓発  ・人権教育の推進 
 ・各種母子保健事業（乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等）の展開 
 ・地域子育て拠点の整備  など 



５２１，５１８千円

地域見守り体制の整備 ２３，８１４千円

・自治会（班）の協力を得て、定期的に広報紙を回覧 ・通告の重要性を周知徹底

家庭

迅速な対応
（調査・支援）

防犯組織

学校応援団

子育て支援NPO

母子愛育班

民生・児童委員
主任児童委員

自治会

通告

CW

（キーパーソン）

児童相談窓口
虐待相談窓口

相談員家庭訪問

（重篤な事例）

通告

児童虐待防止対策強化のための補助

・虐待相談の中核を担う職員の養成研修 ・１０日間程度（児童相談所での実習、講義、施設視察など）キーパーソンの養成

虐待相談対応職員の配置

警察官OBの配置

・虐待対応非常勤職員の配置、家庭訪問のための車両・カメラの購入などへ助成 ・助成基準額：定額

・暴力的な保護者への対応、警察との連絡調整等 ・中央児童相談所に１名配置

・相談の受付、児童・保護者への面接、施設等との調整などを行う非常勤職員を各児童相談所及び支所
に配置

虐待の芽を
早期に摘む

平成２３年度における児童虐待防止対策の推進

幼稚園・保育所

小・中学校

相談員

市町村

児童相談所

イメージ図

児童相談所の体制強化 １０７，９５１千円

市町村の児童相談体制の強化 ３８９，７５３千円

保健師

etc.

・地域の諸団体が、普段の活動の中で虐待に気づいたら、速やかに通告する仕組みを、中学校区ごとに
整備

見守り体制整備促進

発見・通告しやすい環境づくり



 オレンジリボンキャンペーン 
 

  「児童虐待防止」の象徴として「オレンジリボン」を広める市民運動 

 児童虐待の現状を広く知らせ、虐待を防止し、虐待を受けた児童が幸福に
なれるように、という気持ちが込められている。 

 平成１６年９月、栃木県小山市で幼い兄弟が虐待の末、川に投げ入れられ
亡くなる事件が起きた。それをきっかけに、小山市のボランティアサークル
「カンガルーＯＹＡＭＡ」が、虐待防止を目指して、平成１７年に始めた。 

 平成１８年からは、ＮＰＯ法人「児童虐待防止全国ネットワーク」が窓口とな
り、全国的に活動を広げている。 

 児童虐待防止推進月間である１１月を中心に、国や各地方公共団体でオ
レンジリボンを活用した啓発活動を実施している。 

 本県においても、毎年度オレンジリボンの活用により、児童虐待に関する
広報、啓発活動を展開している。 

 


